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副市長退任あいさつ副市長退任あいさつ副市長退任あいさつ
　この度、３月31日付けをもちま
して、副市長の職を退任いたしま
した。平成30年４月の就任以来、
２年間でございましたが、北村市
長のもと、市民の皆さまが八街市
に住んで良かったと思っていただ
けるよう、取り組んでまいりまし
た。
　在職期間中、これまでに例を見
ないような台風災害・大雨などございましたが、
市民の皆さまの冷静な対応に感謝申し上げます。
また、多くの方々からの温かいご指導・ご支援・
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　これからも微力ではございますが、千葉県職員
として、八街市のまちづくりに何らかの形で貢献
できればと考えておりますので、今後も変わらぬ
ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
　結びに、本市の益々の発展と、速やかな復興、
そして市民の皆さまのご健勝とご活躍をご祈念申
し上げ、退任のあいさつとさせていただきます。
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  　　 児童扶養手当のお知らせ　 児童扶養手当のお知らせ
児童扶養手当制度をご存知ですか
　父母の離婚などにより父または母親と生計を同じ
くしていない児童を養育されているひとり親家庭の
生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るこ
とを目的として支給される手当です。
受給資格者
　①～⑨のいずれかにあてはまる児童を監護してい
る母（父）または父母にかわってその児童を養育し
ている方（祖父母など）が対象となります。
　対象期間は、児童が18歳に達する日以後の年度末
までですが、児童の心身に基準以上の障害がある場
合は、20歳の誕生日の前日が属する月までとなりま
す。
①父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障害（国民年金の障害等級１級程度）　
にある児童

④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からのＤＶ保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により引き続き１年以上拘禁されて
いる児童

⑧未婚の母の児童
⑨その他、生まれたときの事情が不明である児童
　手当額は、所得による支給制限があるほか、受給
期間が５年を経過している方のうち就業意欲が見ら
れない方は、支給額の２分の１が支給停止となりま
す。
　児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課
に申請をしてください。
４月から児童扶養手当などの額が改定
　児童扶養手当や特別児童扶養手当など福祉に関す
る各種手当は、物価の変動に応じて額を改定する物
価スライド制となっています。４月分以降の児童扶
養手額が０．５％の引き上げとなります。
　令和２年度児童扶養手当・特別児童扶養手当など
の改定は次のとおりです。 （ ）は、前年度との比較

です。
児童扶養手当額（月額）
〈本体額〉
　全部支給　４３，１６０円（＋２５０円）
　一部支給　４３，１５０円（＋２５０円）～１０，１８０円（＋６０円）
〈第２子加算額〉
　全部支給　１０，１９０円  （＋５０円）
　一部支給　１０，１８０円   （＋５０円）～   ５，１００円（＋３０円）
〈第３子以降加算額〉
　全部支給　 ６，１１０円  （＋３０円）
　一部支給　 ６，１００円  （＋３０円）～ ３，０６０円（＋２０円）
※一部支給額は所得に応じて決定されます。
問子育て支援課　☎４４３－１６９３
特別児童扶養手当など（月額）
特別児童扶養手当（１級）　５２，５００円（＋３００円）
特別児童扶養手当（２級）　３４，９７０円（＋２００円）
特別障害者手当　　　　　 ２７，３５０円（＋１５０円）
障害児福祉手当　　　　　 １４，８８０円     （＋９０円）
福祉手当（経過措置分）　　１４，８８０円     （＋９０円）
問障がい福祉課　☎４４３－１６４９
児童扶養手当と公的年金等の両方を受給するには手
続きが必要です
　公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労
災年金、遺族補償など）を受給する場合は、児童扶
養手当の全部または一部を受給することができません。
　新たに公的年金等を受給する場合は、子育て支援
課で手続きをしてください。
お持ちいただくもの
 ・公的年金給付等受給状況届
 ・公的年金給付等受給証明書
　 （年金証書、年金決定通知書でも可）
※公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、
その差額分を児童扶養手当として支給します。
※過去にさかのぼって公的年金等を給付される場合
や、公的年金等を受給し、子育て支援課への手続き
が遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返
還が必要になる場合があります。
問子育て支援課　☎４４３－１６９３
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副市長就任あいさつ副市長就任あいさつ副市長就任あいさつ
　４月１日付けで、副市長に就任
いたしました橋本欣也でございま
す。
　誠に身に余る光栄でありますと
ともに、責任の重さに身の引き締
まる思いでございます。
　この八街市を、若い世代が将来
に向けて夢を持ち、子どもからお
年寄りまで、すべての市民の皆さまが健康で充実
した生活を送ることで幸せを感じ、八街市に住ん
でいて良かったという喜びを実感し、故郷として
誇りと愛着を持てるようなまちとするために、千
葉県職員としてこれまで培ってきた経験を活かし、
北村市長のもと、皆さまのご期待に応えられるよ
う、誠心誠意、努力をしてまいる所存でございま
す。
　何とぞ、皆さまのご指導、ご鞭撻を賜りますよ
う、お願い申し上げまして、就任のあいさつとさ
せていただきます。
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